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【大変な破産（管財事件）の流れ】

法律相談をする 契約書の作成
債権者の請求が
止まる

必要な資料を集
めていただく

免責への異議が
なければ完了

⇓

支払ができな
い！

弁護士に依頼 受任通知の発送 破産申立の準備

裁判所に申立

⇒ ⇒ ⇒

作成した書類や
資料を裁判所に
提出

債権者集会（数回行われ
る）破産者は毎回出頭

⇓

残っている債務
が免除される

⇓

破産開始決定

免責の決定

裁判所から破産
管財人（他の弁
護士）が選任

破産管財人が調査・財産の
売却を行う

⇓

破産手続終了の
決定
破産の手続が終
わる
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